
提出方法

申込期間

令和8年6月2日（火）～
令和8年12月26日（土）

電子申請

問合せ 社会福祉法人　豊田市社会福祉協議会

電子申請以外

※上記の期間内であれば、いつでも申込みを
　受付しています。

体験・見学期間

令和8年6月2日（火）～
令和9年2月27日（土）
※実際に体験・見学いただく詳細日時については、
　上記の期間で、参加者と事業所の希望日時を
　事務局で調整し、決定させていただきます。

豊田市社会福祉協議会ホームページ(インフォメーション)より職場体験・見学申
込書(様式2)をダウンロードの上、必要事項を記入し、身分証明書(運転免許証
など)の写しと一緒に下記のいずれかの方法で提出いただくこともできます。

二次元コードへアクセスし、申
込フォームから必要事項を入力
して送信してください。 持参・郵送・FAX・Eメール(ファイル添付)

TEL:0565-31-1294　FAX:0565-33-2346　　　vc＠toyota-shakyo.jp〒471-0877 豊田市錦町1-1-1

0565-33-2346
〒471-0877 豊田市錦町1-1-1（日・月・祝日休み）

●介護・介助者と一緒に仕事を
　体験します ●介護・介助者について現場を

　見学します

介護・障がい福祉サービスの仕事経験が
ある方、未経験の方。

利用者との交流、掃除、
食事のお手伝いなど

業務体験の例
はじめての方（資格・経験がない）
におすすめです！あり!

日当の支給
ヘルパー体験のみ

サービス種別

資格

内容

日数
日当

体験・見学
事業所

現場の補助的業務 現場の見学

全種別

不問 不問
初任者研修を修了した者
（申込時点で受講中であり修了
見込みの者）

受入事業所の中から
最大6事業所
（1サービス種別あたり1事業所まで）

受入事業所の中から
最大6事業所

受入事業所の中から
1事業所を選択

最長6日間 最長6日間最長6日間
1日あたり3,600円 なし なし

体験・見学先は豊田市内の事業所になります。ご希望に応じて受入事業所をマッチングさせていただきます。

ヘルパー以外の全種別ヘルパー（個人宅を訪問するサービス）

体験・見学の詳細

訪問介護
（ヘルパー） デイサービス 入所介護 グループ

ホーム
障がい福祉
サービス

すべてのサービスを
ご体験・ご見学
いただけます！

申込方法

持参・送付先
FAX送付先 Eメール送付先 vc＠toyota-shakyo.jp

など…

職場体験申込フォーム

社会福祉協議会HP


